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 堺市の政令指定都市移行以後、警察署

名が行政区名と異なるため、市民の皆様よ

り紛らわしいとのご指摘がありました。 

このたび、堺市内の４つの警察署の名称

が、行政区名に合わせ右表のように変わり 

ます。 

          南区を管轄する「泉北警

察署」は、「南堺警察署」

に変わります。 
 

警察署の名称の新旧・受持行政区一覧 

旧名称 新名称 受持行政区 

堺北 堺 堺区 

堺東 北堺 北区 

堺南 西堺 中区、西区 

泉北 南堺 南区 

 

なお、東区、美原区及び大阪狭山市

を管轄する黒山署は変わりません。 

 

 

 

 

 

大阪府域では、近年、自動車 Nox・PM

法の対策地域外からの流入車の排気ガス

により、大気環境の改善が足踏み状態とな

っています。 

 このため、平成２１年1月より、府外などか

ら流入する排出基準に満たない４ナンバー

のトラック、２ナンバーのバスや８ナンバー

の特殊自動車などの運行が規制されま

す。詳細は、後号で報告します。 
【お問合せは、大阪府環境農林水産部 

交通環境課 電話：066-6944-9251】 

橋下徹知事就任後初の 
府議会定例会が開会（２月 29 日） 
 

橋下知事は、本会議

での所信表明で「大

阪府庁を変える」「大

阪の未来をつくる」

「大阪を輝かせる」を

三つの柱に掲げ、府 

のあらゆる事業を、出資法人や府営施

設について「聖域なきゼロベース」で総

点検・見直すと表明しました。財政再建

を進める一方、府民サービスを低下させ

ないとの観点から、真剣な議論を深めて

まいります。 

本日も晴天なり！ ぬくもり政治をめざします 

トラックやバスなどの 

流入車規制が始まります！ 
（平成２１年１月開始） 
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昨年、府内で人身事故が６７８件、死亡事故が２件 

ルールを守って安全運転を！ 
 府内での自転車による人身事故が、６７８

件と、１０年前と比べると約４．５倍で、過去

最悪を記録し、そのうち２件が死亡事故と

なっています。 しかも、これら加害者の約

８割が、無灯火や信号無視、前方不注意な

ど道路交通法違反にあたる行為によるもの

です。 

 

免許がいらず、手軽で便利なことから無

謀な運転が事故を引き起こしています。自

転車も乗り方によっては、凶器になります。 

 

 大阪府民の保有台数は、約７２５万台で、

一人当たりの保有率は全国一です。 

自転車は「軽車両」といって、自動車や

バイクと同じ車の一種です。したがって、大

阪府警では、悪質な違反には、刑事処分

の対象となる「交通違反切符（赤切符）」を

切るなど、厳しい姿勢で臨んでいます。ル

ールを守って安全運転に努めましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●歩道と車道が区別されたところでは、車

道の左端を通行しなければなりません。ま 

た、「自転車通行可」の標識があるところ

では、歩道中央から車道よりを徐行し、歩

行者優先を守らなければなりません。 
（違反すると、３ヶ月以下の懲役または罰金５万

円以下） 

 

●横断歩道の近くに自転車横断帯がな

い場合は、自転車からおりて押しながら

歩行者として歩いて横断しなければなり

ません。 

 一時停止の標識のある交差点では、停

止線の手前で停止し、安全確認が必要

です（信号無視をすると、３ヶ月以下の懲役ま
たは罰金５万円以下） 

 

●二人乗りは違反です。ただし、１６歳以

上の人が

６歳未満

を幼児用

座席に一

人だけ乗

せるのは

認められ

ていま

す。 
（違反すると、２万円以下の罰金または科料） 

 

●夜の無灯火運転は交通違反です。 
（違反すると、罰金５万円） 

 

●飲酒での自転車の運転は、交通違反

です。（違反をすると、５年以下の懲役または 
１００万円以下の罰金） 

本日も晴天なり！ ぬくもり政治をめざします 

  

ご存知ですか？ 自転車のルール 

 

 


